
健やかに自分らし く 生きるまちづく り 基本施策２

※ラ イ フ スキル：

日常生活に生じ るさ まざまな問題や要求に対し て、より 建設的かつ効果的に対処するために必要な 能力。

基本施策２ 健やかに自分ら し く 生き る まち づく り

［  施策目標 ］

■健康に暮らせるまち づく り を 目指し ます。

■健康意識の向上と 生活習慣病の予防のため、特定健康診査受診率向上に努めます。

○「 童話の里く す健康2 1 計画」では健康寿命の延伸、生活の質の向上、安心して子ども を 産み、ゆとり

を 持って健やかに育てるこ と を 目標にし ており 、健康づく り の分野や、ライフステージごと に指標と

なる数値目標を 掲げ、それぞれの実施主体別の行動目標に沿っ た取組を 展開しています。

○健（ 検）診受診率の向上を 図り、住民が自身の健康状態を 把握し 、早期に生活習慣を 見直すこ と で、

高血圧症や糖尿病等の重症化を 予防すること が重要となり ます。

○自ら 命を 絶つよう なこ と を 防ぐ ため、「 気づき 」「 見守り 」「 つなぐ 」こ と ができるよう ネッ ト ワーク を

強化し 、人材育成等の取組を 行う 必要があり ます。

○食生活においては、食の重要性や「 何を どれだけ食べたら よ いか」と いっ た基本的な 知識が必要で

あるため、早い段階から 正し い知識を 身につける 機会づく り が必要となっています。

○母子保健活動では、母子手帳交付時に保健師の面接や、乳児のいる家庭への全戸訪問、それぞれの

月齢で の健康診査や健康相談を 実施するほか、医療機関等の関係機関と 情報提供及び共有を 行う

等、児童福祉、母子保健にかかる 各機関が連携を 図り、一人ひとり に切れ目のない支援が届く よう 取

り 組んでいます。

○乳幼児期の子ど も を 持つ保護者の中には、育児不安や子育てへの悩みを 抱えている 方がいます。各

乳幼児健診では発達障がいを 疑われる 子ども も みら れるため、関係機関と 連携し 、早期療育につな

がる 支援体制を 整備していく 必要があり ます。

○思春期の子ど も に対しては、より よく 生きるためのライフスキル※の獲得やライフ プ ラン の設計を 描

く ための支援が必要となり ます。

施策２ -１ 　 健康づく り・ 保健衛生の充実

・ ・ ・

（ 健康づく り ）

（ 母子保健・ 思春期保健）

施策を 取り 巻く 環境（ 現況と 課題）
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健やかに自分らし く 生きるまちづく り基本施策２

※ゲート キーパー：

悩んでいる人の自殺の危険を 示すサインに気づき、適切な 対応を 図るこ と ができ る人のこ と 。「 命の門番」 と も 位置づけ

ら れています。

○特定健康診査受診率は、平成3 0 年度から 、医療機関にて個別健康診査が可能となる等、受診し やす

い環境づく り に努めていますが、近年は4 0 ％前後を 推移し ており、国の示す目標値6 0 ％に到達し

ていない状況にあり ます。

○国保医療費は増加傾向にあり、総医療費の約3 割は生活習慣が原因となる 疾病が占めているため、

医療費の抑制につながるよう 、従来の巡回健診の受診勧奨に加え、個別受診勧奨の強化を 図り、受

診率向上に引き 続き 取り 組む必要があり ます。

2 -1 -1： 健康増進事業

○健康診査の受診勧奨のほか、健診結果の説明会、生活習慣病予防教室等を 通じ て、自身の健康状態

の把握や健康に関する知識を 身につける 機会を 創出し ます。

○身近な地域が主体となって健康づく り 活動が行われるよう 、活動支援を 行います。

2 -1 -3： 自殺対策事業

○ゲート キーパー※養成講座を 開催し 、身近な地域で 悩んでいる 人に必要な 支援につな げるこ と で、

見守ると いっ た命の危険を 示すサイン に適切に対応のできる人材を 育成し ます。

○自殺対策は「 生きるための支援」であり、関係機関が連携し て包括的に取り 組むこ と が重要で す。そ

のため、相談窓口の積極的な利用を 促進するために、広報誌等による 啓発を 行う と と も に、命を 絶

つよう な悩みを 抱える 住民の相談を 行います。

2 -1 -4 ： 母子保健事業の推進

○母子と も に心身の健康づく り を 行う ため、乳幼児健診や新生児・ 乳児訪問、各種相談等を 通じ て乳幼

児の健やかな成長、発達を 見守り ながら 保護者の育児への不安を 軽減するための支援を 行います。

○子育て世代包括支援センタ ーを 拠点に、子育てに関する 情報を 発信すると と も に、関係機関と 連携

し ながら 個別の支援プラン を 作成し 、切れ目のない支援を 行います。

2 -1 -2： 食育推進事業

○食生活改善推進員（ ヘルスメ イト ）を 養成し 、食生活を 通じ た健康づく り や食育活動を 推進し ます。

○乳幼児健診、健診結果の説明会等において食育指導を 行い、食に関する知識と バランスのよ い食を

選択する力を 身につけるための取組を 行います。

（ 特定健診）

町の取組（ 重点施策）町の取組（ 重点施策）

施策で の取組
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健やかに自分らし く 生きるまちづく り 基本施策２

2 -1 -5： 子ども の発育と 健康の保持増進

○子ど も の健やかな 成長を 支えるう えで、年齢や成長に応じ た各種保健活動を 推進し 、児童・ 生徒自

ら が心身の健康に関心を 持ち 、健康の維持・ 向上に取り 組めるよう 、支援し ます。

○思春期の子ど も たちが抱える 心身の悩みに適切に対応できるよう 、相談や支援体制の充実を 図り

ます。

2 -1 -6 ： 特定健診受診率向上

○特定健診の受診率向上のため受診し やすい体制づく り や健診に対する意識啓発に努めます。

○健診結果から 生活習慣病、糖尿病性腎症等のリ スク のある 受診者の重症化予防に向けて保健指導

を 行う 等、丁寧な対応に努めます。

○玖珠町国民健康保険第二期保健事業実施計画　 　 　 　 　 　 　 　 　     【 福祉保険課　 保険年金班】

○玖珠町第三期特定健康診査等実施計画　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   　   【 福祉保険課　 保険年金班】

○童話の里　“ く す”健康2 1 計画（ Ⅲ）　 　  　 　 　 　 　  　 　 　    【 子育て健康支援課　 健康推進班】

・ 自分の健康に関心を 持ち 、早期受診・ 早期治療をこ ころがける。

・ 健康づく り 推進委員を 中心に、地域で 健診の受診を 呼びかける 等、年に一度必ず健診を 受け、生

活習慣の改善に取り 組む。

・ 地域、事業所内で健康づく り の取組を 進める。

・ 感染症に関する知識を 高め、予防に努める。

 

 

協働によ る 取組（ わたし たち がで きる こ と ）

数値目標

（ 担当課は令和3 年4 月1 日現在）関連する 個別計画
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健やかに自分らし く 生きるまちづく り基本施策２

［  施策目標 ］

■地域でと も に支え合う 意識を 持ち 、住み慣れた地域で安心して暮らせる 地域共生社会を 目

指し ます。

■日常的な支え合いを いざと いう と き に発揮できる 社会の実現を 目指し ます。

○人口の減少や少子高齢化、核家族化、ひとり 暮ら し の高齢者の増加に伴い、地域だけでなく 、家族間

のつながり が希薄化する 等、地域コ ミ ュ ニティ の衰退や社会的な 孤立と いっ た問題、個人や世帯に

おいて複数の分野にまたがる問題が顕在化しています。

○住民の一人ひとり が、「 自分のこと 」として、地域のこと や周囲の人に関心を もち 、人と 人、人と 資源が

世代や分野を 超えて「 丸ごと 」つながるとと も に、共に支え、支えら れる関係を 作り ながら 暮らすこと

が何より も 大切となり ます。

○地域福祉の推進にあたっては、高齢、障がい、子育て、その他様々な事情から 支援が必要となっても 、

当事者である 自身や家族の力で 課題を 解決する「 自助」、玖珠町社会福祉協議会、地区コ ミ ュ ニティ

を 中心に、当事者の周辺にいる 人が関わり 、支え 合いや支援を 行う「 互助」、社会保障制度等、制度

化さ れた相互扶助の仕組みによって支援を 行う「 共助」、様々な公的なサービスによって困り ごと に

対処する「 公助」が相互に関わり ながら 取り 組む必要があり ます。

○地域で は、民生委員・ 児童委員や支援団体の高齢化や地域活動に 関わる 人の高齢化が進んでおり、

身近な地域での支え手不足が問題となっています。とり わけ、若年層の地域への関心度が低いこと か

ら 、地域福祉意識の醸成を 図ること が必要と さ れています。

○日頃の支え合い、助け合いが緊急時や災害時の支援につながるよう 、素早く 対応できる 支援体制づ

く り を 進める 必要があり ます。

施策２ -２ 　 地域福祉の充実

・ ・ ・

（ 地域福祉）

施策を 取り 巻く 環境（ 現況と 課題）
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健やかに自分らし く 生きるまちづく り 基本施策２

○第３ 次玖珠町地域福祉計画　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　  【 福祉保険課　 福祉班】

・ 地域福祉の担い手と し ての意識を 持ち 、見守り や声かけ等、できるこ と から 地域で の支え合いに

取り 組む。

・ 高齢者や障がいのある人、子育て家庭等、支援の必要な人の気持ち に立って行動する。

・ 困り ごと があると き は、一人で悩まずに相談する。

2 -2 -1： 地域での支え合いの推進

○地域福祉への関心や参加意識を 高めるため、広報誌や学習会、交流等を 通じ て福祉意識の醸成や

きっ かけづく り を 進めます。

○見守り・ 声かけ等、誰も が参加し やすい活動を 通じ て、多様な 主体が地域で の支え合いに参加する

機会を 推進し ます。

2 -2 -2： 包括的な支援体制の構築

○複雑な 福祉課題や制度の狭間にある 方、生活困窮者等に対し て、必要な 支援が確実につながる よ

う 、保健・ 医療・ 福祉を はじ め、多様な 分野において連携を 図り、切れ目のな い包括的な 支援体制を

構築し ます。

2 -2 -3： 要配慮者支援の充実

○災害時の安全を 確保できるよう 、地域での日常的な見守り 活動等を 通じ て、災害時の避難支援や安

否確認等の円滑な実施体制を 構築し ます。

○避難行動要支援者に関する 情報を 一元的に管理するため、個人情報の保護に配慮し ながら 避難行

動要支援者名簿の整備を 進め、災害時の円滑な支援体制を 整備し ます。

町の取組（ 重点施策）町の取組（ 重点施策）

施策で の取組

協働によ る 取組（ わたし たち がで きる こ と ）

数値目標

（ 担当課は令和3 年4 月1 日現在）関連する 個別計画
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健やかに自分らし く 生きるまちづく り基本施策２

［  施策目標 ］

■子ども の人権を 守り、喜び楽し みながら 、みんなで育てる童話の里づく り を 目指し ます。

■子育て世代が、子ども を 産み育てやすい切れ目のない支援を 目指し ます。

○社会や経済、地域の持続可能性を 基盤から 揺るがすおそれのある 急速な 少子化が喫緊※の課題と

なっており、そのための取組が求めら れています。

○玖珠町においては、地域で の子育て家庭の減少、核家族化や共働き 家庭の増加等に伴い、子ど も 医

療費の助成、子育て支援サービスの充実等が求めら れています。子ど も を 安心し て産み育てら れる

よう 、切れ目のない支援体制が必要となり ます。

○町内の子育て家庭を 取り 巻く 環境は、地域関係の希薄化や核家族化、家庭環境の多様化・ 複雑化が

進むこ と により、子育て家庭や子ど も と 地域住民と の関わる 機会が減少するこ と も 懸念さ れます。子

ど も の将来が生まれ育っ た環境によって左右さ れること のな い社会を 実現し ていく ためにも 、地域

全体で子育て家庭を 支える 体制づく り が求めら れます。

○教育・ 保育においては多様な ニーズが求めら れており、今後の玖珠町の出生数の動向を 見据えたう

えで、必要な教育・ 保育機能を 確保していく 必要があり ます。

○玖珠町では、玖珠町出産祝金の支給を 行う 等、町を あげて、次世代を 担う 子ど も の健やかな 育成と

子育て世代の経済的負担の軽減を 図る取組を 行います。

施策２ -３ 　 子育て支援の充実

※喫緊：

さ し せまって大切なこ と 。

・ ・ ・

（ 子育て支援）

施策を 取り 巻く 環境（ 現況と 課題）
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健やかに自分らし く 生きるまちづく り 基本施策２

・ 地域住民で子ども の見守り 活動を 行い、温かく 子ども の成長を 見守る。

・ 子育て中にわから ないこと があれば、家族や周囲の人、役場窓口に相談する。

2 -3 -1： みんなで支える子育て支援

○妊娠、出産、子育てに係る 保護者の心身の不安や負担を 軽減するために、多様な子育て相談の機会

を 創出し 、安心して子ども を 産み、育てら れる環境づく り を 推進し ます。

○乳幼児の保育料の負担軽減や子ど も 医療費助成、玖珠町出産祝金の支給等、子育て家庭に係る 経

済的負担の軽減を 図り ます。

○子育て世代を 中心に、若者や子ども の希望を かなえる 環境づく り を 推進し ます。

2 -3 -2： 子ども の居場所づく り

○放課後児童ク ラ ブ 等と 協議し ながら 、地域資源を 活用し た放課後の居場所づく り や、遊び場を 確保

し ます。

○子ど も たちが地域で 孤立するこ となく 、安心して過ご せる 居場所を つく り、食事の提供、学習支援等

を 行います。

2 -3 -3： すべての子ども が健やかに成長できるまちづく り

○子ど も たちが、「 子ど も の権利」を 侵害さ れるこ となく 健やかに育ち 、生きる 力を 身につけら れる よ

う 、教育・ 保育施設における支援体制の充実を 図り ます。

○障がいや発達に支援が必要な 子ど も 、ひとり 親家庭等、社会的な 配慮が必要な子ど も・ 子育て家庭

に対し 、関係機関等と 連携し ながら 、必要な支援を 行います。

○虐待から 子ど も を 守り、安心して生活できるよう 、関係機関が連携を 深め、未然防止や早期発見・ 早

期対応に取り 組みます。

○第2 期玖珠町子ども・ 子育て支援事業計画及び次世代育成支援行動計画

【 子育て健康支援課　 子育て支援班】

 

町の取組（ 重点施策）町の取組（ 重点施策）

施策で の取組

協働によ る 取組（ わたし たち がで きる こ と ）

数値目標

（ 担当課は令和3 年4 月1 日現在）関連する 個別計画
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健やかに自分らし く 生きるまちづく り基本施策２

［  施策目標 ］

■高齢者が安心して元気に暮らせるまちを 目指し ます。

■医療・ 介護・ 福祉・ 生活支援等の多様な 職種と の連携による 地域包括ケア体制の構築を 目

指し ます。

○今後高齢化が急速に進むこ と から 、健康寿命の延伸に向けてフ レイル※対策等の介護予防と 、生活

習慣病等の疾病予防・ 重症化予防を 一体的に実施できる体制づく り が課題となり ます。

○地域包括支援センタ ーで は、高齢者が住み慣れた地域で 自分ら し い暮ら し を 継続できるよう 包括

的な 支援・ サービスを 提供する「 地域包括ケアシステム」の中核機関と し て必要な 支援を 実施してい

ますが、団塊の世代が後期高齢者となる2 0 2 5 年を 見据えながら 、引き 続き 機能の充実を 図る必要

があり ます。

○判断能力が十分で な い高齢者の財産管理を 行う ため、本人の意思に基づく 医療・ 介護・ 福祉等の

サービスの利用等、権利侵害を 未然に防ぐ ため、制度の利用促進に取り 組む必要があり ます。

○ひとり 暮ら し の高齢者、高齢者のみの世帯、認知症高齢者等支援が必要な高齢者は増えるこ と が見

込まれており、介護予防等、様々な生活支援の体制整備が必要となり ます。本人やその家族、医療、介

護の専門職等だけではなく 、地域社会全体で高齢者を 支えていく 取組が必要となり ます。

○高齢者が地域社会で 活躍し ていく ために、生きがいづく り を 推進すると と も に、高齢者自身が地域

社会の支え手となるよう 取り 組んでいく 必要があり ます。

施策２ -４ 　 高齢者福祉の充実

※フ レイル：

加齢と と も に心身の活力（ 運動機能や認知機能等） が低下し た「 虚弱」 な 状態を 指し 、健康な 状態と 日常生活で

介護が必要な状態の中間の状態のこ と 。

○介護保険制度については、介護や支援が必要な状況になっても 、住み慣れた地域で自分ら し い生活

ができるよう 、サービスの質の向上を 図ると と も に、要介護者に必要な サービスが適切に提供さ れ

るよう 、介護給付の適正化を 図る必要があり ます。

・ ・ ・

（ 高齢福祉・ 介護予防）

（ 介護保険制度）

施策を 取り 巻く 環境（ 現況と 課題）
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健やかに自分らし く 生きるまちづく り 基本施策２

2 -4 -1： 自立支援・ 介護予防・ 重度化防止の推進

○個々の状態に合わせて心身機能の維持・ 改善に取り 組み、要介護状態への移行や重度化の抑制を

図る等、介護予防事業を 推進し ます。

○支援を 受けながら 、在宅で自立し た生活ができるよう 、各種高齢福祉サービスの充実を 図り ます。

2 -4 -2： 生きがいをもって生活できる環境づく り の推進

○生活機能の向上のための機能訓練や、ひきこ も り 予防を 目的と し た通いの場の提供等、介護予防と

と も に、地域と の交流や生きがいを もって生活できる環境づく り を 推進し ます。

○通いの場への参加や外出し やすい環境づく り に向けて外出や移動に対する 支援を 行い、高齢者の

生きがいづく り を 推進し ます。

○高齢者が、就業機会を 得るこ と によって社会参加を し 、生きがいを もっ た生活ができるよう 、シルバ

ー人材センタ ーの会員登録の促進等、充実を 図り ます。

2 -4 -5： 介護保険の適正な運用

○介護を 必要と する 高齢者を 社会全体で 支えるため、サービス提供事業所等と 連携を 図り ながら 、サ

ービスの質の向上に努め、利用者が安心し て必要な サービスを 利用できるよう 、適正な 介護保険サ

ービスの基盤整備を 図り ます。

○高齢者やその家族が、介護保険サービスを 適切に選択・ 利用でき、円滑に提供さ れるよう 、給付の適

正化、介護人材の確保に取り 組みます。

○高齢者の保健事業と 介護予防を 一体的に取り 組むため、関係各部署や関係機関と 連携し ながら 健

康寿命の延伸を 推進し ます。

2 -4 -4 ： 地域包括支援センタ ーの機能強化

○地域包括支援センタ ー機能が十分発揮さ れるよう 、地域での見守り、安否確認等を 行う ほか、介護予

防ケアマネジメ ント 等、高齢者の心身の健康の維持、生活の安定に必要な支援を 包括的に行います。

○生活支援コ ーディ ネータ ー等と 連携し 、地域生活課題に関する 相談を 包括的に受け止める 体制を 整

備すること で、地域と の連携、地域包括支援センタ ーの機能強化を 図り ます。

2 -4 -3： 高齢者の尊厳を 守る取組の推進

○当事者や家族が信頼できる成年後見制度の利用促進に向けて、市民後見人※の養成のほか、地域に

おける連携ネッ ト ワーク の構築や広域による中核機関の機能整備等について、検討を 進めます。

町の取組（ 重点施策）町の取組（ 重点施策）

施策で の取組

※市民後見人：

一般の市民による 後見人であり 、市町村が実施する 養成研修を 受講し 、成年後見に関する 一定の知識・ 態度を

身に付けた方の中から 、家庭裁判所により 成年後見人等と し て選任さ れた方のこ と 。
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健やかに自分らし く 生きるまちづく り基本施策２

○玖珠町高齢者福祉計画　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  【 福祉保険課　 高齢者支援班】

○第８ 期介護保険事業計画　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　【 福祉保険課　 高齢者支援班】

・ いつまでも 元気で 暮らせるよう に、日頃から 健康に留意し 、介護予防に努める。

・ 地域における 見守り や支え合い活動等、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる 地域づく り

に参加、協力する。

・ 介護保険制度を 理解し 、適切な介護サービスの利用に努める。

・ 安定し た介護保険サービスを 供給できるよう 、サービス提供事業所は、保険者（ 町）と 協力し て介

護職の人材確保に努める。

協働によ る 取組（ わたし たち がで きる こ と ）

数値目標

（ 担当課は令和3 年4 月1 日現在）関連する 個別計画

※

※お達者年齢：

介護保険制度による 要介護２ 以上に認定さ れていない方を 健康と みなし て大分県が独自に算出し て公表し ている数値。
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健やかに自分らし く 生きるまちづく り 基本施策２

［  施策目標 ］

■住民の障がいへの理解を 促進し 、障がいのある 人が身近な 人たちと 関わり を 持ちながら 、

生活、社会参加のできる 地域社会を 目指し ます。

■障がいのある 方々が、必要な 支援を 受けながら 、その人ら し い暮ら し 方を 支援できる 体制

を 目指し ます。

○障がいのある 人が地域で 自立し た暮ら し を 実現するためには、障がい者（ 児）本人だけで なく 、地

域の理解や家族への支援を 行う 等、障がいのある 人を 取り 巻く 環境に多く の支援が求めら れてい

ます。

○高齢化の進行に伴い、障がいのある 人や介護する 方の高齢化も 進行しているこ と から 、相談支援等

を 通じ て必要と する 支援内容の把握や、住まい、地元で の就労等、地域の生活基盤を 充実さ せてい

く 必要があり ます。

○障がいのある 人にとっては、日常生活だけでなく 、災害時においても 配慮が必要で す。そのため、関

係機関や地域の自主防災組織等と 連携し ながら 、情報伝達や避難誘導、避難所での支援等、一人ひ

とり の障がい者に配慮し た支援が必要となり ます。

○今後は、障がい者計画及び障がい福祉計画、障がい児福祉計画に基づき、障がいへの理解とと も に、

相談・ 情報提供体制の充実や各種サービスの充実、就労機会の拡大や社会参加の促進等、引き 続き

障がい者福祉施策の総合的な推進が求めら れます。

施策２ -５ 　 障がい者福祉の充実

2 -5 -1： 障がい及び障がい者に対する正し い理解の促進

○障がいの有無に関わらず、と も に生きる 地域社会の形成に向けて、障がいに対する 正し い理解と 認

識を 深める啓発活動や教育の充実を 図り ます。

2 -5 -2： すべての人にと ってやさ し い住みよいまちづく り の推進

○障がいを 理由に、社会生活において不利益を 被るこ と のな いよう 、消費者ト ラ ブルの防止や権利擁

護についての周知を 図り、各制度の適切な利用を 促進し ます。

○災害時においても 支援が行われるよう 、関係機関や地域と 連携を 図り ながら 、災害時の支援体制を

確立し ます。

（ 障がい 者福祉）

・ ・ ・ 施策を 取り 巻く 環境（ 現況と 課題）

町の取組（ 重点施策）

施策で の取組
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健やかに自分らし く 生きるまちづく り基本施策２

・ 障がいについて理解を 深め、支援を 求めら れたと きは協力する。

・ 暮ら し の中で困っ たこと があっ たら 、行政や相談事業所等へ相談する。

・ イ ベント や行事を 開催する際は、障がいのある人等、誰でも 参加し やすい環境づく り を 心がける。

2 -5 -3： 障がい者が主体性、自立性を 発揮できる施策の推進

○一人ひとり が希望に応じ た就労につながるよう 、自立支援給付による 就労移行支援を はじ め、サー

ビス提供事業所と も 連携を 図り ながら 、就労を 通じ た社会参加の機会の創出に努めます。

○適正に応じ て能力を 十分に発揮できるよう 、多様な 就労機会の場と し て、福祉的就労（ 就労移行支

援、就労継続支援A 型※1・ B 型※2 ）の機会の提供や、地域活動支援センタ ーでの活動の場を 確保し 、

一般就労への移行を 希望する方の就労移行につながる支援を 行います。

2 -5 -4 ： 切れ目のない施策の連携（ 包括的かつ横断的な支援）

○支援にあたっては、保健、医療、福祉及び教育等多岐にわたるため、町行政内部はも と より、社会福

祉協議会やその他の関係団体、県の関係機関等と 各関連分野の横断的・ 包括的支援体制の構築に

努めます。

※1  就労継続支援 A 型：

通常の事業所に雇用さ れるこ と が困難であって、雇用契約に基づく 就労が可能である 者に対し て行う 雇用契約の締結等

による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な 知識及び能力の向上のために必要な 訓練そ

の他の必要な支援事業のこ と 。

※2  就労継続支援 B 型：

通常の事業所に雇用さ れるこ と が困難であって、雇用契約に基づく 就労が困難である 者に対し て行う 就労の機会の提供

及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な 知識及び能力の向上のために必要な 訓練その他の必要な 支援事業の

こ と 。

○障がい者活躍推進計画　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　【 総務課　 行政班】

○障がい者計画・ 障がい福祉計画・ 障がい児福祉計画　 　 　 　 　 　 　 　 　  　【 福祉保険課　 福祉班】

協働によ る 取組（ わたし たち がで きる こ と ）

数値目標

（ 担当課は令和3 年4 月1 日現在）関連する 個別計画
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健やかに自分らし く 生きるまちづく り 基本施策２

［  施策目標 ］

■「 玖珠町部落差別撤廃・ 人権擁護に関する 条例」に基づき、明る い地域社会（ 人権尊重社

会）の実現を 目指し ます。

■あら ゆる 場面において性別に捉われず、それぞれの個性・ 能力に応じ た役割を 平等に担う

とと も に、その能力を 十分に発揮できる人権尊重社会を 目指し ます。

○部落差別問題を はじ め、女性、子ど も 、高齢者、障がいのある 人、外国人等への差別や偏見等、様々

な 人権問題が依然と し て存在し ている ほか、性的少数者の人権問題や新型感染症患者等に対する

人権侵害、情報化の進展に伴う インタ ーネット による人権侵害等、新たな課題も 生じ ています。

○部落差別の解消を はじ め、障がい者差別解消法、ヘイト スピーチ ※対策法等の個別分野の法整備

が確立さ れ、こ れら の法・ 制度の目的を 達成するためには広く 住民が理解する 必要があり ます。

○児童虐待事件が後を 絶たな い中、「 し つけ」によ る 体罰を 禁止し た「 改正児童虐待防止法」が令和

元年に成立し 、子ど も の人権を 保護し 、擁護するための取組が求めら れています。

○今後は、人権に関する様々な問題に対応するため、人権相談体制の強化と 充実に取り 組むほか、より

一層の教育・ 啓発の推進や実態調査を 踏まえたより 効果的な施策の推進を 図る 必要があり ます。

※ヘイト スピーチ：

人種、出身国、民族、宗教、性的指向、性別、容姿、障がいと いった、自分から 主体的に変えるこ と が困難な事柄に基づい

て、属する個人または集団に対し て、攻撃、脅迫、侮辱する発言や言動のこ と 。

※フィ ールド ワーク ：

文献から 情報を 得る方法に止まらず、自ら 現場に出て調査する 手法のこ と 。

施策２ -６ 　 人権尊重社会の実現

2 -6 -1： あら ゆる場を 通じ た人権教育・ 啓発の推進

○様々な 人権問題の解消に向け、事業主への啓発や講演会の開催、学校教育や社会教育等、あら

ゆる 機会を 通じ て、人権に関する 啓発や教育を 行いま す。ま た 、IC T やグループ ワーク・ フィ ール

ド ワーク ※等様々な 手法を 活用し 、効果的な 啓発の促進及び情報提供を 行います。

○性的少数者に 対する 配慮や特定のヘイト スピーチ 防止につな がる 多文化尊重意識の啓発促進

等、新たな 人権課題に取り 組みます。

○人権尊重意識の確立に 向けた 町職員研修の充実を 図る ほか、人権教育を 推進する 指導者の人

材養成に努めます。

町の取組（ 重点施策）

施策で の取組

（ 人権）

・ ・ ・ 施策を 取り 巻く 環境（ 現況と 課題）
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※モニタ リ ング：

対象の状態を 連続的あるいは定期的に観察・ 記録し 、継続的に監視し 続けるこ と 。

2 -6 -2： 人権相談・ 支援の充実

○生活困窮を はじ め、福祉、就労、教育、住宅等の分野にわたり 、当事者本人に寄り 添っ た 個別的・

包括的・ 継続的な 権利擁護を 推進し ます。

○人権問題に 関し て悩みや不安を 抱える 住民に対し 、関係機関と 連携及び相談者・ 支援者の資質

向上を 図る 等、相談支援体制を 強化し ます。

○当事者団体・ 支援団体・ 研究団体への支援、連携を 図る ほか、先進的、特徴的に人権尊重社会に

取り 組む町内の個人・ 団体への顕彰を 行います。

○イ ン タ ーネッ ト 上の人権侵害に つ いては、モ ニ タ リ ング ※及び予防のた めの教育・ 啓発を 行う

等、積極的に対応し ます。

2 -6 -3： 部落差別解消の推進

○「 部落差別解消推進法」を 踏まえて、諸問題解決に向けた 施策を 実施し ます。

・ 差別やいじ め、虐待等の人権侵害をし ない、さ せないと いう 意識を 持つ。

○第３ 次玖珠町人権施策基本計画　                     【 人権確立・ 部落差別解消推進課　 人権確立班】

 

協働によ る 取組（ わたし たち がで きる こ と ）

数値目標

（ 担当課は令和3 年4 月1 日現在）関連する 個別計画

健やかに自分らし く 生きるまちづく り基本施策２
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